
国立市工事請負等最低制限価格設定基準 

 

(趣旨) 

第 １ 条 この基準は、国立市契約事務規則(昭和３９年６月国立市規則第１９

号)第３４条の規定に基づく最低制限価格の設定方法について、必要な事項を

定めるものとする。 

 

(対象) 

第 ２ 条 次の各号に掲げる請負契約について、最低制限価格を設定するもの

とする。 

(１) １件の予定価格が１，０００万円以上の工事請負契約で価格競争に付する

もの 

(２)  １件の予定価格が１，０００万円以上の工事以外の請負契約で価格競争に

付するもののうち次に掲げるもの 

 ア 工事の設計、測量及び地質調査に関する契約 

 イ 建物総合管理、建物清掃及び機械警備を除く警備業務に関する契約 

 ウ その他市長が必要と認める契約 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が最低制限価格を設定することが適当でな

いと認めるときは、これを設定しないことができる。 

 

(周知方法) 

第 ３ 条 最低制限価格を設定するときは、入札等に係る公告又は通知におい

て、その旨を明示するものとする。 

 

(工事請負契約に係る最低制限価格) 

第 ４ 条 工事請負契約に係る最低制限価格は、予定価格の１０分の９．２か

ら１０分の７．５までの額の範囲内において決定するものとする。  

２ 前項の規定により決定する最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となっ

た次の各号に掲げる額(１円未満は切り捨てる)の合計額(予定価格に発生材

(有価物)の売却額が含まれる場合にあっては、当該合計額から当該売却額を控

除して得た額)に消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した額とする。

ただし、その額が、予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超えるとき

は予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の７．

５を乗じて得た額に満たないときは予定価格に１０分の７．５を乗じて得た

額とする。 

(１) 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

(２) 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

(３) 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

(４) 一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額 



３ 直接工事費に現場管理費に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)

を含む場合には、直接工事費は現場管理費相当額を減じて算出し、現場管理

費は現場管理費相当額を加えて算出する。 

４ 前項の場合において、現場管理費相当額を明確に区分することが困難な場

合には、直接工事費の１０分の１、昇降機設備工事にあっては１０分の２を

乗じた額を現場管理費相当額とする。 

５ 特別な事情により前３項の規定による最低制限価格の算出が適当でないと

認めるときは、予定価格に１０分の９．２から１０分の７．５までの範囲内

において適正と認める割合を乗じて得た額を最低制限価格とすることができ

る。 

 

(工事以外の請負契約に係る最低制限価格) 

第 ５ 条 工事以外の請負契約に係る最低制限価格は、予定価格の１０分の９

から１０分の７までの額の範囲内において決定するものとする。 

２ 前項の規定により決定する最低制限価格は、予定価格に１０分の９から１

０分の７までの範囲内において適正と認める割合を乗じて得た額とする。 

 

 (公表) 

第 ６ 条 工事請負契約に係る最低制限価格は、事後公表できるものとする。

ただし、落札者が決定されていない場合は、この限りではない。 

２ 工事以外の請負契約に係る最低制限価格は、非公表とする。 

 

付 則 

この基準は、令和７年１月２９日以後に実施する入札及び見積徴取から適用

する。 

 


